
研究職 0.9％

医療職 1.1％

行政職 5.5％

医療職 0.2％

教育職（二）
0.2％

行政職 1.9％

研究職 0.1％

医療職 0.0％

公安職
15.4％

教育委員会
14,972人 65.5％

小・中教育職
42.3％

教育職（一）
17.8％

行政職
14.3％

知事部局
3,698人 16.3％

教育委員会
15,020人 66.0％

警察
3,968人 17.4％

総計
22,756

人

人事委員会の給与勧告の対象となる職員は、給与条例の適用を受ける職員２２，７５６人です。
（平成２６年４月１日現在）

行政職 0.3％ その他 70人 0.3％
（議会事務局、監査事務局等）
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人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めるこ
とを基本に勧告を行っています。
また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給

割合に職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

職員給与実態調査
４月分個人別給与 【対象人数：22,756人】

職員給与（行政職）と民間給与を比較
仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同
士の給与を比較（ラスパイレス方式）

４月分給与
約9,200人を対象

給与改定等
の状況

ボーナス
昨年８月から
本年７月まで

県職員の特別給の支給月数と
民間の特別給の支給割合を比較

情勢適応の
原則

（民間準拠）
均衡の原則

給料表・手当の改定内容を決定

人 事 委 員 会 勧 告

事業所別調査 従業員別調査

民間給与実態調査
企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上

【県内２７０事業所抽出】

国家公務員
給与制度

月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の職員に民間の給与額を支給したとすれば、
これに要する支給総額（A）が、現に支給されている給与額（B）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与（注１）と、これと条件を同じくする民
間の平均給与（注２）のそれぞれに職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

行政職
(事務・技術)

（役職段階）

１級（主事）

２級（主事）

３級（主任）

４級（主幹）

５級（副参事）

６級・７級
（課長等）

８級・９級
（部長・次長等）

（学 歴）

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

（年齢階層）

２２・２３歳

（民間給与総額（A））

各役職段階ごとに、「１級」と同様、
学歴別、年齢階層別に民間給与
及び職員給与を算定

（職員給与総額（B））

民間給与総額
÷職員総数
＝372,862円（ａ）

職員給与総額
÷職員総数
＝372,258円（ｂ）

本年の較差 604円（ 0.16％）
（算定方法）：（ａ）－（ｂ）

（注１）職員給与実態調査結果を基に算出
（注２）民間給与実態調査結果を基に算出

２０・２１歳

１８・１９歳

１８・１９歳

24・25歳
26・27歳

民間給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数
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１ 月例給

２ 期末手当・勤勉手当

・改定率 0.16% 改定額 599円
・世代間の給与配分の見直しの観点から若年層へ重点的に配分
・初任給引上げ（行政職 大卒 184,000円 185,500円、高卒 147,100円 148,600円）

・年間の支給割合を0.15月分引上げ（3.95月分 4.10月分）
・勤務実績に応じた給与を推進するため引上げ分を勤勉手当に配分

３ 初任給調整手当

・医師に係る初任給調整手当について医師の処遇確保の観点から改定

４ 通勤手当

・交通用具使用者に係る通勤手当について職員の通勤実態や人事院勧告等を考慮して改定

５ 寒冷地手当

・新たな気象データに基づく支給地域の見直し

６ 実施時期

・平成26年 4月1日：月例給、初任給調整手当及び通勤手当
・平成26年12月1日：期末手当・勤勉手当
・平成27年 4月1日：寒冷地手当

50歳台後半層における地域民間給与との水準の差や雇用と年金の接続を図るという重要な課題がある中、
全体的な世代間の給与配分の検討等を行い、給料表の構造や諸手当の在り方を含めた給与制度の総合的見
直しに取り組みます。

１ 新たな給料表

２ 諸手当

３ 昇給・昇格制度

４ 実施時期及び経過措置

・人材確保の観点から１級の全号給及び２級の
初号付近については改定を行わず、公民の給
与差を考慮して50歳台後半層では最大で4%程
度の引下げ（平均1.7%の引下げ）

・40歳台や50歳台前半層の勤務成績に応じた昇
給機会の確保の観点から号給を増設

① 昇給制度
55歳を超える職員については、標準以下の
勤務成績では昇給停止

② 昇格制度
給料表の高位の号給から昇格した場合の
給料月額の増加額を縮減

① 地域手当
級地区分、支給割合や支給地域等の見直し

② 単身赴任手当
基礎額及び加算額について引上げ

③ 管理職員特別勤務手当
災害の対処等による平日深夜の勤務を支
給対象に追加

・平成27年4月1日
ただし、地域手当及び単身赴任手当について
は平成30年3月31日までの間に段階的に実施

・激変緩和措置として３年間の現給保障を実施
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人材確保の観点から１級の全号給及び２級の初号付近については改定を行わず、公民の給与差を考慮して
50歳台後半層では最大で４％程度引下げます。（平均1.7％の引下げ）

給
料
月
額

年齢

改正前

改正後

※ 40歳台や50歳台前半層の勤務成績に応じた昇給機会の確保の観点から号給を増設

平均１．７％の引下げ

最大４％程度引下げ

55歳を超える職員については、標準以下の勤務成績では昇給を停止します。
給料表の高位の号給から昇格した場合の給料月額の増加額を縮減します。

改正前 改正後

昇
格
前
の

給
料
月
額

昇
格
後
の

給
料
月
額

D[

や
や
良
好
で
な
い]

E[

良
好
で
な
い]

4以上

3

2

1

0

A[

極
め
て
良
好]

B[

特
に
良
好]

C[

標
準
（

良
好
）

]

改正前

2以上

1

0 0 0

A[

極
め
て
良
好]

B[

特
に
良
好]

C[

標
準
（

良
好
）

]

改正後

D[

や
や
良
好
で
な
い]

E[

良
好
で
な
い]

昇
給
号
給
数

昇
給
区
分

勤
務
成
績

昇給制度の改正 昇格制度の改正
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